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事務所通信

5月の第2日曜日は「母の日」です。 この母の日は、 世界各地で制定されているのだそうです。 普
段、 感謝の気持ちを伝えることができない方は、 この機会を利用してはいかがですか。

掲載内容に関してこ不明点等あれば、 お気軽に当事務所までお問い合わせください。

2015年5月号

■地方法人税の創設と
中間申告への影響

■結婚 ・ 子育てと教育資金の
一括贈与、 違いは何ですか？

■4月分以降の協会けんぽの
健康保険料率が発表されました

■業種別にみる従業員一人当たり
付加価値額と給与額

■編集後記
①新入社員紹介
②【サム ・ ライズといえば00! 】
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地方法人視の割設と
中間申告への影響
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地方法人税は、 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適
用が開始されます。

用地方法人硯とは

地方法人税は、 消費税率の引上げで生ずる地域間の税収格差を縮
小する目的で創設されました。 具体的には、 これまでの法人住民税
のうち 一部を国税（地方法人税）とし、 地方法人税全額が地方交付
税の原資となります。

道府県民税法人税割

市町村民税法人税割

（改正前）

5.0% 

（改正後）

3.2% 

12.3% 
9.7% 
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基本的に税負担の総額は大きく変わりませんが、 地方法人税は国
税のため、 法人税の確定申告書と一体で用意されている地方法人税
の確定申告書を、 税務署へ提出して納付することとなります。

�26年10月1 日以後開始事業年度の中闊申告にこ注意を

地方法人税に係る中間申告は、 平成27年10月1日以後に開始する
事業年度から適用されます（地方法人税法附則③）。

また、 地方法人税創設の他、 地方法人特別税の一部が法人事業税
へ復元される改正により、 法人都道府県民税・法人事業税・地方法
人特別税・法人市町村民税では、 平成26年10月1日以後開始する最
初の事業年度に係る中間申告（予定申告）について、 次の経過措置
が設けられています。

［予定申告に係る経過措置］※詳細は、申告先の自治体でゴ登認ください。

法人都道府県民税法人税割

前事業年度の法人税割額 X 3.8 -:-前事業年度の月数

法人事業税

前事業年度の法人事業税額（割ごとの額） ＋前事業年度の月数 X 7.5 

地方法人特別税

前事業年度の地方法人特別税額＋前事業年度の月数 X 4 

法人市町村民税

前事業年度の法人税割額 X 4.7 -:-前事業年度の月数

そのため、 たとえば9月末決算法人の平成27年9月期に係る中間申
告を行う場合には、 地方法人税は中間申告をする必要はなく、 地方
自治体への予定申告は上記経過措置を適用することとなります。 変
則的な取扱いに、 ご注意ください。
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餞営情報 2015年5月号

業種別にみる従業員一人当たり

付加価値額と給与額

今回は、 今年2月に発表された、 中小サー ビス事業者の生産性向上のため

のガイドライン（※）から、 中小企業の従業員 一 人当たり付加価値額と給与額をご紹介します。

巴 9k運業が最富額に

上記資料から、 業種別
に中小企業の従業員一人
当たり付加価値額と給与
額をまとめると、 右表の
とおりです。

付加価値額は、 400万～
500万円台の業種が多くな
りました。 一方、 給与額
では300万円台の業種が最
も多くなっています。

貴社の水準は同業の数
字と比べるとどうなって
いるか、 確認してはいか
がでしょうか。

（※）経済産業省「中小サ ー ビ
ス事業者の生産性向上のための
ガイドライン」

ガイドラインの詳細は次の
URLから確認できます。
http:/ /www. meti. go. jp/press/
2014/02/20150204001/20150204
001. html 

ここで紹介した数字は平成25
年度中小企業実態基本調査（平
成24年度決算実績より）に基づ
くもので、 付加価値額、給与額
の詳細は次のとおりです。

給与額＝ （売上原価のうち労
務費） ＋ （販売費及び一般管理
費のうち人件費）

付加価値額＝ （売上原価のう
ち労務費、減価償却費） ＋ （販
売費及び一般管理費のうち人件
費、地代家賃、減価償却費、従
業員教育費、租税公課） ＋ （営
業外費用のうち支払利息・割引
料） ＋経常利益

業種別 中小企業の従業員 一 人当たり付加価値額と給与額（単位：百万円）

産業分類

建設業小計
総合工事業
職別工事業（設備工事業を除く）

設備工事業
造業小計
食料品製造業

飲料 ・ たばこ ・ 飼料製造業
繊維工業
木材・木製品 製造業
（家具を除く）
家具・装備品製造業
パルプ ・ 紙・紙加工品製造業
印刷・同関連業
化学工業
石油製品 ・ 石炭製品製造業
プラスチック製品製造業
（別掲を除く）
ゴム製品製造業
なめし革 ・ 同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス ・ 電子
回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
その他の製造業

情報通信素Aヽ＝

通信業
放送業
情報サー ビス業
インタ ーネット附随サー ビス業
映像•音声・文字情報制作業

運輸業郵便業小計
道路旅客運送業
道路貨物運送業
水運業
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5.43 
9.56
5.24 
6.22 
7.38 

3.03 
4.35 

12. 05

産業分類 付加
価値額

給与額

倉庫業
3. 71 運輸に附帯するサー ビス業・ ・ ・—
3.48面

―

業小計
4.05 各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売業
2.87 飲食料品卸売業
3.69 建築材料，鉱物金属材料等卸売業
2.36 機械器具卸売業

3.39 その他の卸売業

4.03杯売面切寸
3.69 各種商品小売業
3.59 織物 ・ 衣服・身の回り品小売業
4.43 飲食料品小売業
3. 75 機械器具小売業

3.56 その他の小売業

5.99 
5.32 
=＝＝i 
5. 10 . , 

5.25 
5. 12 
3.84 
5.69 
6. 14 

4.82

2.67
3.48

85

28―
-
55-

50

68

85

62

29

44

-
42-

77

14

3

4

3

3

3

2

3

4

3

2

1

2

 2. 42 1. 75
5.35 3.65

3.84 2. 70

4.07 無店舗生克稟 6.73 4.03 
3. 15回産業物品賃貸業小計 I[ 互コ亙 E コユI
4. 12 不動産取引業 7. 78 3. 78
5. 14 不動産賃貸業 ・ 管理業 8.88 3.23 
4.54 物品賃貸業 8.32 3.51 
3.95 伶面面死

―

専再 て 技面す二 と天業示酎 E 互四皿
ニ

エ亙
4.48 専門サー ビス（他に分類されないもの） 5. 10 4. 02
4.36 広告業 5.47 3.99
3.98 技術サー ビス業（他に分類されないもの） 4.87 3.94

3. 32 !宿泊業，飲食サー ビス業小計 I 巨 3 巨三

3. 76 宿泊業 3. 17 1. 85 
5.09 飲食店 2. 32 1. 65 
3. 74 持ち帰り ・ 配達飲食サー ビス業 1. 72 1. 36

活関連サー ビス業娯楽業小計 ［
こ
こ亙別

こ
互ユ豆

洗濯・理容・美容・浴場業 2.86 2.06 
4.09 その他の生活関連サー ビス業 4. 57 2. 81
3.88 娯楽業 6.26 2.59 
4.41 �ー ビス彙（愉に分類されないもの）小計 l

［ こ
i2国

［ こ
i22

4.20 廃棄物処理業 5. 14 3.55 
5.46 自動車整備業 4.24 3.39 

機械等修理業（別掲を除く） 5.30 4.32 
2. 75 職業紹介・労働者派遣業 3.88 3.52 
3.57 その他の事業サー ビス業 2.51 2.20
7.05 「中小サー ビス事業者の生産性向上のためのガイドライン」より作成
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IT情輯 2015年5月号

業種別にみる

個人情親保護対策の実施状況

来年からのマイナンバー制度開始に伴い、 個人情報保護に関する人々の意
識が高まっています。 企業としては、 インタ ー ネットでの流出などがないように、 個人情報保護に
努めていくことが大切です。 ここでは総務省の調査結果（※）から、 企業の個人情報保護対策の実
施状況をご紹介します。

�7割が個人情輻保護対策を実施

上記調査結果によると、 回答企業の73.0%
が個人情報保護対策を実施しています。 業種
別の状況は以下のとおりです。

個人情報保護対策の実施状況（％）
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＿
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金融・保険業、 不動産業での実施割合が高
く、 製造業や運輸業では60％台と他業種に比
ベ実施割合が低くなっています。
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総務省「平成25年通信利用動向調査」より作成

町社内教育を充実させる企業が多い

次に個人情報保護対策を実施している企業
における、 具体的な対策の実施状況をまとめ
ると、 下表のとおりです。

全体では50％以上の割合で実施されている
対策はありませんが、 社内教育の充実の割合
が46. 5％で最も高くなりました。 金融・保険
業、 不動産業、 サー ビス業、 その他では50%
を超える実施率です。 次いで個人情報保護管
理責任者の設置、 プライバシーポリシーの策
定の実施割合が高くなっています。

なお、 プライバシーマー ク制度の取得は
7.6％にとどまっています。

実施している個人情報保護対策（複数回答、％）

出厚睛国且fネ霜叶 I ；のぞ
全体 7. 6 22.3 30.2 19. 5 13.2 46.5 5. 4 7.0 
l 建設業 lし 3. 8l | 22.2l[ 31. 2ll 19. 111 15. gll 49. 4ll 3. 4]|

― 

8. 2�
製造業 4.0 15.6 23.5 18.2 13.2 40.5 1. 9 6. 7
l 運輸業 - ll

□
5. oll 15. 4l[ 1 8. 6l | 1 3. 3l | 9. 7 l| 38. 5ll

― 
2. 1 l|

― 

7. 1
卸売 ・ 小売業 5.6 25.0 34.4 19. 9 15.2 44.5 6. 5 7.5
釜融 ・ 保険業 二］亡 18.5l| 5 2. 9l [ 7 6. 8l | 4 4. 8l | 32. 111 7 9. ol | 38. 2]1

―
1 1. 2! 

不動産業 16.5 42.0 52.4 25.3 16. 5 60.0 12. 8 9.2 
サービス業、その他］［ ― 12. all 27. 11[ 34. 4ll 21. 3ll 1 1. 7i | 5 3. 7l l 7. 8] |

―

6. 51 

総務省「平成25年通信利用動向調査」より作成
業種や事業内容によって保有する個人情報の量に差がありますが、 マイナンバー制度が始

まると、 どの企業においても保有する情報が増えます。 自社の個人情報保護対策を今一度確
認し、 不安な部分があればさらに対策を講じるなどの対応も必要でしょう。

（※）総務省「平成25年通信利用動向調査」
常用雇用者数100人以上の企業を対象に5140企業を抽出して行われ、 26年6月に発表された調査です。有効回収率は56. 3% 

です。詳細は次のURLから確認できます。 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html
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社内の雰囲気なども連想され 月曜の朝一からジャンケン大会、

ますがあえて「税」です。

サムライズと言えば…『ＩＴ』ですね！ 　『とにかく前向き』 ポジティブシンキングの

とても働きやすい職場だと思いました。(他の社員のいいところを褒め合う)・

≪まじかるバナナ≫

サムライズといえば、頼れる先生、先輩方が

夏はクーラー　冬は暖房が効く場所を

私は選んでします。ただ、早いもの順なので

早く出社しないと、お気に入りのデスクは

≪ホメホメタイム≫

多い！私は税理士事務所で働くのが

初めてで右も左もわからない新人でしたが、

入社当初からわからない事があると

先生方や先輩方が何度も指導して頂き

(御存知かもしれませんがリズムに　

合わせて連想されるものを次の人につなぐ)

こんな事も朝にしてます。

見習って「前向きに考えていこう！」と

思いながら日々過ごしています。

既に座られています。。。

だいたいその席に座っているのは○尾さん（笑）

長田

私も後輩ができたときに、

私がしていただいたように

わかるまで何度でも指導して

いきたいです。

サムライズと言えば朝礼で面白い事を

している。曜日は決まっていませんが、

日替わりで≪ハッピーアンドサンクス≫

 (嬉しかった事　感謝した事を言う)・

私はいつもリスクばっかり考えてしまい

なかなかポジティブになれらい人間なので、

すべてペーパーレスでデスク上にはパソコン

しかないのです！！そのデスクも

決まった席はなく、朝来た人から自由に

好きな席に座ります。

人が多いです！たとえ何かマイナスな

ことがあっても決して引きずらず、

常に次のことにプラスの視点を

置いているなぁと感じ、とても素晴らしい

スタッフ同士で褒め合うほめほめタイム、

租税は本来担税力（納税できる力）に応じて 自分の身近で起きた

ことだと思っています。

負担するべきですが、その担税力の ハッピーアンドサンクス、マジカルバナナ、

みなさんが納得して納税できる ジャンケンクイーンの称号が欲しいため

世の中になれるといいですね。 どなたかコツを教えてください笑

感じております。 弱くいつも悔しい思いをしてます(;  ;) 

長田

サムライズと言えば…… 朝礼が面白いところです?   

外尾

小笠原

横山 石田

物差しと言うべき現行の法律と 発声練習とどれも朝から元気にさせて

実状との乖離の大きさにすこし戸惑いを もらえるものばかりです。私はじゃんけんが
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